
退職所得の源泉徴収税額の速算表（令和７年分）
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Ⅳ　税額ͷٻΊํʢྩ̓ʣ
ʢઃྫʣ
ᾇɹ勤続期間 ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾฏ̓年 1� ݄ 1 ब職ʙྩ̓年݄̏��1 退職
ᾈɹ退職手当等のֹۚ ɾɾɾɾɾɾɾɾ 1��� ສԁʢҰൠ退職手当等）
ᾉɹ退職のཧ༝ ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ定年退職

ʢ）ɹ͜のઃྫはʮ退職ॴಘの受څにؔするਃࠂॻʯがఏग़されている場合のྫͰすが、͜のਃࠂॻがఏग़
ɹされていͳい場合には、退職手当等のऩೖֹۚに ������ を͡た੫ֹをݯઘऩする͜ͱにͳΓます
ʢॴ๏ ��1 ᶅ、෮֬ࡒڵ๏ �� ᶄ、�1 ᶃᶄ）。

ɹɹɹͳ͓、͜のਃࠂॻは、੫ॺ͔Βఏग़をٻΊΒれるまͰの間は、ఏग़を受けたݯઘऩٛऀがอ
ɹɹଘするのͱされていますʢॴن �� ᶈ）。

ʤ税額ͷࢉܭʥ
ᶃɹ勤続年は、�9年͔݄̒Ͱす͔Β１年ະຬの
ɹをΓ্͛て �� 年ͱͳΓます。
ᶄ ʮݯઘऩのたΊの退職ॴಘ߇আֹのදʯにΑͬ
ɹて、ʮ勤続年ʯがʮ�� 年ʯͰʮҰൠ退職の場合ʯ
ɹの退職ॴಘ߇আֹをٻΊるͱ 1��� ສԁͱͳΓます。
ᶅɹ退職手当等のֹ͔ۚΒ退職ॴಘ߇আֹを߇আした
ɹֹを̎の１して՝੫退職ॴಘֹۚをٻΊます。
ʢ1��� ສԁʵ 1��� ສԁ）ʷ �1�� ສԁ

ᶆ ʮ退職ॴಘのݯઘऩ੫ֹのࢉදʯのʮ੫ֹʯ
ɹཝにࣜࢉがࣔされていますのͰ、͜のࣜࢉにैͬて
ɹ੫ֹをࢉܭします。

͜れがその退職手当等͔Βݯઘऩをするॴಘ੫ٴͼ෮ڵ特ผॴಘ੫のֹͰす。
ʢ1�� ສԁʷ̑�）ʷ1���1���1��� ԁ

ୈ̐　ใुɾྉۚͷ源泉徴収ࣄ

ɹऀॅډ又は内ࠃ๏ਓに支払͏ใ ɾुྉۚ等のݯઘऩࣄは、ߘݪྉ、ߨԋྉ、ٕ ɾܳεϙʔπɾࣝ等のڭतɾ
ࡍใु、֎ަ員ใु、ग़ԋྉ、ϗεςεのใुͳͲのใुɾྉۚ等の支払ऀが、その支払の࢜ಋྉ、੫ཧࢦ
にҰ定の੫にΑΓॴಘ੫ٴͼ෮ڵ特ผॴಘ੫をऩしてೲするࣄͰす。
ɹݯઘऩのରͱされているใुɾྉۚ等のൣғٴͼ੫ֹのํࢉܭ๏は、࣍のදのͱ͓ΓͰす。
ɹͳ͓、څ༩等の支払がͳいݸਓ又はৗ̎࣌ਓҎԼのՈࣄ༻ਓのΈにରしてڅ༩等を支払͏ݸਓは、࣍ද
の̕に͛ܝるϗεςεͳͲのใुɾྉۚを支払͏場合をআ͖、ݯઘऩを͏ߦඞཁはあΓまͤΜʢॴ๏1��、
��� ᶄೋ）。

ʢݯઘऩのたΊの退職ॴಘ߇আֹのද）

退　職　所　得　控　除　額
勤 続 年 数

一般退職の場合 障害退職の場合

24　年 10,800

11,500

14,300

15,000

15,700
16,400

25　年

29　年

30　年
31　年

32　年

千円
11,800

12,500

15,300

16,000

16,700
17,400

千円
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ᶗ　ॅډ者に対ͯ͠ࢧ͏ใुɾྉۚ ʢॴ๏ ���、���、ॴྩ ���、��1、���、ા๏ �1 の ��、
෮֬ࡒڵ๏ ��、�1）

ʢ）1ɹใुɾྉۚ等の໊Ͱあͬてその内༰がڅ༩等又は退職手当等に֘当する場合は、څ༩等又は退職手当等ͱ
ɹɹɹしてݯઘऩをしますʢॴ๏ 1��、199、��� ᶄҰ）。
ɹɹ �ɹใुɾྉۚ等には、そのଞのࡁܦతརӹにΑΓ支払͏の含まれます。
ɹɹ �ɹใुɾྉۚ等のֹۚのதにফඅ੫ٴͼํফඅ੫のֹが含まれている場合Ͱあͬて、ফඅ੫ٴͼํফඅ੫
ɹɹɹのֹを含Ίたֹۚがݯઘऩのରͱͳるใुɾྉۚ等のֹۚͱͳΓます。ただし、ใुɾྉۚ等の支払を受け
ɹɹɹるऀ͔Βのٻॻ等に͓いて、ใुɾྉۚ等のֹͱফඅ੫ٴͼํফඅ੫のֹͱが໌֬に۠されている場合に

ɹɹ �ɹใुɾྉۚの支払ऀが、その支払を受けるਓのཱྀߦ、॓ധ等のඅ༻をෛ୲する場合ݯઘऩのରͱͳΓま
ɹɹɹすが、そのඅ༻をใुɾྉۚの支払を受けるਓに支払Θͣ、ަ௨ؔػϗςϧͳͲに支払い、͔つ、そのۚ
ɹɹɹֹがそのඅ༻ͱして௨ৗඞཁͰあるͱೝΊΒれるൣғ内Ͱあれ、ݯઘऩをしͳくてࠩし支͑あΓまͤΜʢॴ
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ᶘ　ࠃ๏ਓに対ͯ͠ࢧ͏ใुɾྉۚ ʢॴ๏ ��1、ࡾ��1、1��े ᶅ、�1� ᶄ、ॴྩ �9� ᶋ、
�99、෮֬ࡒڵ๏ ��、�1）

ઘऩのରͱͳるใुɾྉۚ等ݯ ੫ֹのํࢉܭ๏

അओに支払͏ڝഅのۚ ʨ支払ֹۚ ʢɻ支払ֹۚʷ������ສԁ）ʩ̫ 1���1�

ୈ̑　所得ͷ源泉徴収ࣄ

ୈ̒　ඇॅډ者ຢ֎ࠃ๏ਓにࢧ͏所得ͷ源泉徴収ࣄ

ɹऀॅډ又は内ࠃ๏ਓに支払͏当ॴಘのݯઘऩࣄは、༨ۚの当、༨ۚのͳͲʢ๏ਓ੫๏に
に係るのをআ͖ます。ҎԼʮ当等ʯͱいいます。）当等ͱΈͳされるいΘΏるݱ定するద֨ن
Έͳし当の支払ऀが、その支払のࡍに࣍に͛ܝる۠の੫にΑΓॴಘ੫ٴͼ෮ڵ特ผॴಘ੫をऩして
ೲするࣄͰすʢॴ๏ ��、��、1��、1�1、1��、�1�、�1�、ા๏̔の̏、̕の̎、̕の̏、̕の̏の̎、��の
11 の̒、෮֬ࡒڵ๏ ��、�1）。

ɹࣜגのऔಘ等ʢࣗࣜגݾ又はग़ࢿのऔಘ、ग़ࢿのফ٫等、৫มߋ）にΑΓ受けたۚમそのଞの࢈ࢿのަが、当等
ͱΈͳされるのをいいます。

ɹͳ͓、ࣜג又はग़ࢿに係る当等については、その支払の֬定したʢגओ૯ձのܾٞͰ定ΊΒれた༨
ۚの当等についてのޮྗをੜͣるͳͲ）͔Β 1年をܦաしたまͰに支払がͳい場合には、その１年を
ͱにͳͬていますʢॴ๏͜͏ߦઘऩをݯ、աしたに支払があͬたのͱΈͳしてܦ 1�1 ᶄ）。

̍　্場ࣜגͷͷ場合
ɹɹݯઘऩ੫は、1���1��ʢ支払を受けるऀがऀॅډの場合はଞにॅຽ੫̑�）Ͱす。
ʢ）1 等の当等にࣜגਓが支払を受ける্場ݸ等を༗するࣜגの૯等の̏�Ҏ্に૬当する又はֹۚのࣜגࡁߦൃ

ʢ）1

�

ɹɹɹɹついては、͜の੍のରͱͳΓまͤΜʢԼ記ʮ̎　্場ࣜגҎ֎ͷͷ場合ʯに֘当する͜ͱにͳΓます。）。
ɹɹɹ � ʮ্場ࣜג等の当等ʯには、ূ݊औҾॴʢۚ༥औҾॴ）に্場されているࣜגళ಄ചങొฑͱしてొ
ɹɹɹ されているࣜגについての当の΄͔、特定ࣜגࢿ৴ୗެืࣜגࢿ৴ୗのऩӹの、特定ࢿ๏ਓのޱࢿ
ɹɹɹɹの当等ͳͲが含まれます。ৄしくは、ࠃ੫ிϗʔϜϖʔδ【https://www.nta.go.jp】にܝ載しているʮݯઘऩの
ɹɹɹɹあΒましʯを͝ࢀরください。

̎　্場ࣜגҎ֎ͷͷ場合
ɹɹݯઘऩ੫は、������ʢॅຽ੫ͳし）Ͱす。

ɹඇऀॅډ又は֎ࠃ๏ਓに支払͏ॴಘのݯઘऩࣄは、ඇऀॅډ又は֎ࠃ๏ਓにରしてࠃ内ݯઘॴಘの͏
特ผॴಘ੫をऩしڵͼ෮ٴに、Ұ定の੫にΑΓॴಘ੫ࡍઘॴಘを支払͏ݯ内ࠃઘऩのରͱͳるݯͪ
てೲするࣄͰす。
ɹͳ͓、ݯઘऩのରͱͳるࠃ内ݯઘॴಘのछྨͱ੫等は࣍のͱ͓ΓͰすʢॴ๏ ��、1�1、�1�、�1�、
ા๏̔の̎、̕の̏、̕の̏の̎、��の 11の４、��の 11の̒、�1の̕、�1の 1�、�1の 1�の̎、�1の ��、෮
๏֬ࡒڵ ��、�1）。

Ұ定の内ࠃ๏ਓに、支払͏当等Ͱ࣍に͛ܝるのについては、ݯઘऩをするඞཁはあΓまͤΜʢॴ๏�1��、�1�ᶅ）。
ᶃɹ๏ਓ੫๏ୈ��ୈ߲̑にن定するશࢠ๏ਓࣜג等に֘当するࣜג等ʢその内ࠃ๏ਓがࣗݾの໊ٛをͬて༗する
ɹのにݶΓます。࣍のᶄに͓いてಉ͡Ͱす。）に係る当等
ᶄɹその内ࠃ๏ਓがอ༗するଞの内ࠃ๏ਓのࣜג等のൃࣜגࡁߦ等の૯等にΊるׂ合が̏の１Ͱある場合に͓け
ɹる当֘ଞの内ࠃ๏ਓのࣜג等に係る当等

https://www.nta.go.jp/

